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＜使用済二輪車リサイクルシステムの仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

 ・公益団法人自動車リサイクル促進センター説明書類 

 

 

 

 

 

 

使用済二輪車リサイクルシステムの運用が開始された平成 16 年 10 月以降に出荷した車両

に貼付されています。 

二輪車リサイクルシステム

廃棄二輪車
取扱店

二輪車リサイクルシステム

①.排出者が運搬

①.排出者が運搬

処理･リサイクル
施設

（全国14ヶ所）

指定引取窓口
（全国190ヶ所）

リサイクルマークのついた車両は、廃棄時にリサイクル料金の負担はありません。

平成23年9月までのフロー

③.料金払込
使用済みになった二輪車
【対象車両】参加事業者16社が国内で販売した車両

排出者

指定引取窓口へ持込む場合

②.管理票記入

④.振替払込受付
　　証明書

③.料金払込

④.振替払込受付
　　証明書

廃棄二輪車取扱店へ持込む場合

広域認定制度

〒

〒

①.排出者が運搬

①.排出者が運搬

処理･リサイクル
施設

（全国14ヶ所）

指定引取窓口
（全国190ヶ所）

リサイクルマークの有無にかかわらず、リサイクル料金の払込みが不要となります。

平成23年10月からのフロー

使用済みになった二輪車
【対象車両】参加事業者16社が国内で販売した車両

排出者

指定引取窓口へ持込む場合

②.管理票記入

②.管理票記入

廃棄二輪車取扱店へ持込む場合

広域認定制度

廃棄二輪車
取扱店

店が運搬

運搬料金が
別途必要

②.管理票記入

店が運搬

運搬料金が
別途必要

③料金払込：指定引取窓口または廃棄二輪車取扱店に備付けの「二輪車リサイクル管理票」に含まれる払込取扱票を使用する。


